
概
要

１.自転車の悪質･危険な違反に青切符が適用されます！
２.対象は 以上！
３.対象となる違反行為は 以上！

二人乗り禁止 車道は左側通行

イヤホンをしながら運転禁止並進禁止
※１上記イラストは自転車の交通違反の一例です。

一時不停止

交通反則通告
制度が導入
されます！

ながらスマホ禁止
※２

※２交通反則告知書のこと
交通違反をしたときに即時交付される青色の書類

※３酒酔い運転や酒気帯び運転等の重大な違反には、これまでと同様に刑事手続により処理されます。



①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用

神奈川県警察公式アプリ「か
ながわポリス」に搭載された
機能「スマートチリリンス
クール」で、自転車等の交通
ルールをクイズ形式で学ぶこ
とができます。

←ダウンロード
はこちらから。

青切符が適用される悪質・危険な違反

遮断踏切立入り、ながらスマホ、自転車制動装置不良

①反則行為の中でも、重大な事故につながるおそれが高い
違反

②違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故
の危険が高まっているとき
例）信号無視で交差点に進入し、青信号で交差点に進入し
た車両に急ブレーキをかけさせたとき
③違反であることについて指導警告されているにもかかわ
らず、あえて違反を行ったとき
例）警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続した
とき

反則行為と反則金額（一例）

自転車には
ダブルロック
を！！
自転車の盗難が多発
しています。自転車
を止める時はダブル
ロックをして被害に
遭わないようにしま
しょう。

反則金額反則行為

１２，０００円携帯電話使用等（保持）
（いわゆる「ながらスマホ」）

６，０００円通行区分違反（車道の逆走等）

５，０００円指定場所一時不停止等・公安委員会遵守事項違
反（イヤホン等の使用）など

３，０００円軽車両乗車積載制限違反（二人乗り等）など


